
自立支援・介護予防・重度化防止及び介護給付の適正化に係る目標と取組の評価

自己評価結果：◎…達成できた、○…概ね達成できた、△…達成はやや不十分、×…達成できなかった

テーマ
（キーワード）

現状と課題
第９期における
具体的な取組

目標
（事業内容、指標等）

目標の評価方法 実施内容
自己評価

結果
自己評価内容 課題と対応策

自立支援・介護予防・重度化防止

通いの場への支援

〇住民自身が運営する活動を地
域に広げていき、人と人とのつな
がりを通じて参加者や通いの場が
継続的に拡大していく地域づくりが
求められている。

〇高齢者が住み慣れた地域で、い
つまでも自分らしく生活し続けるこ
とができるよう、高齢者の社会参
加の場と機会の提供に取り組む必
要がある。

①シニア健康応援隊の育成・活
動支援

②介護予防に資する住民主体
の活動の推進

③リハビリテーション専門職によ
る住民主体の介護予防活動へ
の支援

①
・シニア健康応援隊養成講座実施
数　1回/年度で実施
（R3～5年度実績：1回/年度）

・養成講座修了者累積数
  R6：195、R7：205、R8：215
（R3～R5年度実績：R3：159、R4：
175、R5：186）

・手ぬぐい体操活動拠点への参加
者延べ人数
　R6：7100、R7：7600　R8：8100※
（R3～5年度実績：R3：1900、R4：
5529、R5：6611）
※令和6年度の実績値を踏まえて目標値を

再設定。

②
・手ぬぐい体操活動拠点の充実
・シニアの部活による自主グルー
プの立ち上げグループ数
　5グループ/年度
（R3～5年度実績：R3：7、R4：7、
R5：11）

③
・介護予防出前講座実施
・リハビリテーション専門職派遣実
施

①目標値との数的比較

②・目標値との数的比較
・自主グループ立ち上げ状況

③実施件数と支援する関係機関
専門職の連携状況等

①
・「シニア健康応援隊」（介護予防リー
ダー）の育成（１回実施）

・養成講座修了者累積数（193人）

・手ぬぐい体操活動拠点への参加者延べ
数（7144人）

②
・手ぬぐい体操活動拠点数（12か所、14グ
ループ）

・シニアの部活による自主グループの育
成（10グループ）

③
・介護予防出前講座（21件）
・リハビリテーション専門職派遣（15件）

○

①地域の通いの場の周知やシニ
ア健康応援隊（リーダー）育成支援
により、通いの場の参加者数、リー
ダー数ともに増加している。

②地域の通いの場の支援により、
自主グループが増加した。

③介護予防に資する住民主体の
通いの場を支援することができた。

＜課題＞
介護予防に資する住民主体の通
いの場の参加希望者が増えてお
り、通いの場の活動継続と拡充の
ための支援が必要となっている。

<対応策>
住民主体による通いの場づくりや
活動の継続を支援する取組のほ
か、オンラインによる事業も引き続
き実施する。

ケアマネジメントの
質の向上

〇介護支援専門員は、中立・公平
性を維持しながら、基本プロセスを
確実に実施し、利用者の自立支援
に資する適切なケアマネジメントを
提供する必要がある。このために
は、介護支援専門員の更なる資質
の向上を図り、専門性を確立して
いく必要がある。

①区独自のアセスメントシートの
作成、活用

②介護予防ケアマネジメント実
務者研修の実施

①区独自のアセスメントシートをケ
アマネジメントの現場で活用する。

②介護予防ケアマネジメント実務
者研修を実施する。

〇年に１回、地域包括支援セン
ター職員を対象とした介護予防ケ
アマネジメント実務者研修を実施
し、研修や実施後のアンケートを
通して、必要な情報共有や、感想・
意見等の把握を行う。

①アセスメントシートを活用することで、利
用者の意欲や生活機能の状況を的確に
把握するよう努めた。
また、アセスメントシートの活用を促すた
め、地域包括支援センター職員等に配付
する介護予防ケアマネジメントに関するマ
ニュアルにおいて、アセスメントシートの
特徴や記入上の留意点等の内容を盛り
込み、周知を図った。

②介護予防ケアマネジメント実務者研修
を実施し、必要な情報共有や意見交換等
を行った。また、参加者に対しアンケート
を実施した。

○

①アセスメントシートを活用し、利
用者本人の趣味活動、社会的活
動、生活歴及び意欲等を聞き取る
ことで、利用者に合った目標設定
を行うことができた。

②研修で、アセスメントシートやマ
ニュアルを活用することで、より介
護予防ケアマネジメントについての
知識、理解を深めることができた。
また、アンケートにより研修による
定期的な知識の再確認は有意義
であるとの感想が寄せられた。

①
＜課題＞
利用者の自立支援により資するた
めに、アセスメントシートを今後ど
のように運用すべきか検討する必
要がある。

＜対応策＞
地域包括支援センター職員等、現
場の意見を聞くことにより、活用方
法の見直しや検討を行う。

②
＜課題＞
研修を定期的に実施する必要が
あるが、研修テーマに適した講師
選定や予算との調整が困難。

＜対応策＞
研修の運営方法や研修内容につ
いて検討を行う。

第９期介護保険事業計画の背景及び計画の記載内容等 令和６年度（年度末実績）
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ケアマネジメントの
質の向上

○介護支援専門員は、中立・公平
性を維持しながら、基本プロセスを
確実に実施し、利用者の自立支援
に資する適切なケアマネジメントを
提供する必要がある。このために
は、介護支援専門員の更なる資質
の向上を図り、専門性を確立して
いく必要がある。

○実務経験年数別の介護支援
専門員研修の継続実施

・区が行う介護支援専門員の研修
では、グループ討議や講演を効果
的に組み合わせた実務経験年数
別の研修を継続し、ケアマネジメン
トの全体的な質の向上に努めてい
く。

○開催回数（実務経験年数別の研
修を各１回以上開催）

○受講者アンケート

実務経験年数別に介護支援専門員新任
研修・現任研修・主任研修を１回ずつ実
施した。

○

実務経験年数別に研修を実施し
た。受講者アンケートでは、「分か
りやすかった」「役に立った」の割
合が新任研修、現任研修、主任研
修ともに9割以上だった。

＜課題＞
オンライン研修の場合、集合研修
の場合と比べて介護支援専門員
同士の横のつながりを作りづらい
側面がある。

＜対応策＞
グループでの演習時間を設けるこ
とでより主体的な学びへと繋げ、さ
らに介護支援専門員同士のネット
ワークの構築もできるよう、実施内
容について引き続き検討していく。

ケアマネジメントの
質の向上

〇地域ケア会議を通して、地域に
おける関係機関や介護支援専門
員間のネットワークの形成を促し
ていくことにより、高齢者に対する
自立支援に資する包括的・継続的
なケアマネジメント実現のための
支援を行っている。

〇多職種が協働して個別ケースの
支援内容を検討することによって、
高齢者の課題解決を支援するとと
もに、ケアマネジャーの自立支援
に資するケアマネジメントの実践
力の向上が求められている。

〇専門的視点を有する多職種
連携による地域包括ケアシステ
ムの推進のための地域ケア個
別会議の定期的な開催

○地域に共通する課題の抽出
や有効な支援策の検討につな
げていく体制整備、地域支援
ネットワークの構築のための地
域ケア推進会議の実施

・地域ケア個別会議の開催回数
１２回開催

・地域ケア推進会議の開催回数
１～２回開催

〇会議の開催回数

〇地域課題へと結びつく地域ケア
個別会議の開催

〇地域課題の解決に向けた資源
開発や政策形成につながる地域
ケア推進会議の開催実績

〇地域ケア個別会議
令和６年度　１２回開催

〇地域ケア推進会議
令和６年度　１回開催

○

〇地域ケア個別会議の定期的な
開催のため、主催の地域包括支
援センターと検討委員との調整を
区が行う形で、オンライン開催で実
施した。

〇令和２年度以降、５回目の地域
ケア推進会議を開催し、地域を支
える社会基盤の充実を図った。

＜課題＞
地域ケア個別会議における事例検
討が、地域課題の抽出まで結びつ
きづらい側面がある。また、事例提
供可能な事業者が減少し、事例選
定に苦慮する場面が増加してい
る。

＜対応策＞
・会議後にモニタリングを実施し、
会議の効果を様々な角度から確
認、評価可能なプロセスを示して
いく。
・アドバイザー研修の受講者が中
心となり、関係者がそれぞれの役
割や地域包括ケアシステムの推進
に役立てていく全体像を認識でき
る仕組みづくりを行っていく。
・事業者のみならず、地域包括支
援センターからも事例提供を行
い、地域に共通した課題を抽出し
ていく。

高齢者の社会参
加・就労支援

○高齢者が可能な限り住み慣れ
た地域で自立した日常生活を送れ
るように、加齢による身体機能の
低下を予防し、心身の機能向上を
はかり、高齢者の社会参加や地域
貢献を通じたいきがいづくりを支援
し、健康推進や介護予防を図って
いく必要がある。

○めぐろシニアいきいきポイント
事業の実施

・対象活動の拡大、活動内容の充
実
活動場所（R６）　 １６施設と４活動
　　　　　   （R7）   １６施設と４活動
              （R8）　 １６施設と４活動

・新規サポーター登録の追加
  （年３５人）

○社会参加・地域貢献につなげら
れたか

○活動内容の充実につなげられた
か

・年度末評価
サポーターへのアンケートの実施

○研修・登録会：２回実施

○個別の登録説明会：２回実施

○ステップアップ研修：１回実施

○１施設拡大

○
２８名の新規登録者を集めること
ができた。

＜課題＞
新規登録者や活動場所の拡充

＜対応策＞
サポーター登録研修会の開催、既
サポーターのスキルアップ、施設
における活動メニューの検討、活
動場所の拡大等、今後も高齢者の
社会参加を促すために引き続き本
事業の拡充について取り組んでい
く必要がある。
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住民への普及啓
発

〇加齢に伴って心身が衰え、社会
的つながりが弱くなった状態である
「フレイル」の対策が重要となって
おり、フレイルサポーター養成講座
や、フレイルチェック会を実施して
いる。

〇フレイルサポーター育成のた
め、フレイルサポーター養成講座
開催等により、フレイル対策を強
化していく必要がある。

〇各種説明会・研修・講座の実
施、配布物等による区民・事業
者への普及啓発

〇めぐろフレイル予防プロジェク
トの推進

・フレイルサポーター養成講座修
了者数（人）
R6：15、R7：15、R8：15
（R4～5年度実績：R4：20　R5：18）

・フレイルチェック会等実施数（回）
R6：20　R7：20　R8：20
（R4～5年度実績：R4：7　R5：14）
　

〇目標値との数的比較

〇フレイル予防講演会受講者数　１７６人

〇フレイルサポーター養成講座修了者数
１４人

〇フレイルチェック会実施数　１４回

○

フレイルサポーター養成講座修了
者数及びフレイルチェック会実施
数は目標にややとどかなかったも
のの、普及啓発も積極的に実施
し、講演会などの参加者は増加傾
向にある。

フレイルサポーターを継続的に養
成していくとともに、講演会などに
よる普及啓発に努めていく。

生活支援（協議体
の整備）

〇第２層協議体はネットワークの
拡大、地域資源の把握と住民の関
係づくりを進めるとともに、住民主
体で運営する地域の話し合い、連
携の場である協議体で課題の共
有、住民やボランティア等による生
活支援サービスの創出に向けて取
り組んでいる。

〇第１層協議体については、地域
づくり支援員を第１層生活支援
コーディネーターとし、設置に向け
て取り組んでいく。

〇協議体の活動

・第２層協議体による地域課題の
共有、支え合いの推進と通いの場
の創出

・区全域を対象とした第１層協議体
の設置及び開催

〇各協議体及び定例会での確認

「第２層協議体」を区内５地区において複
数回（年４～６回）、「第１層協議体」につ
いても第２層協議体情報交換会の実施及
び、他区の取組紹介を行った。

○

各協議体における座談会やイベン
トの開催、地域だよりの発行等に
より、情報共有及び地域のつなが
りを強化する取り組みを実施する
ことができた。

<課題>
第１層・第２層協議体のさらなる機
能の強化

<対応策>
社会資源の把握や多様な生活支
援サービスの創出を目指すととも
に、NPOなどの各種団体、企業の
関係者等が協議体に参加できるよ
うな仕組みを検討していく。

生活支援（生活支
援コーディネー
ター）

〇社会資源の把握や関係団体と
の顔の見える関係づくり、高齢者
等の生活上のニーズとのマッチン
グや住民主体による生活支援
サービスの創出に取り組んでい
る。
　新たな担い手の確保や活動場所
の拡充について、コミュニティ・ソー
シャルワーカーと一体的に進めて
いく。

〇生活支援コーディネーターの
活動

・協議体活動の支援

・生活支援サービスの提供体制整
備に向けたコーディネート

〇月１回開催する定例会での確認

第１層・第２層生活支援コーディネーター
による定例会を開催し、コミュニティ・ソー
シャルワーカーの活動を含めた実績報告
書（令和５年度）を作成した。

○

月１回定例会を実施し連携を図る
ほか、広報誌としてみんなのささえ
あいレポートを発行し、地域活動
や生活支援コーディネーターの取
組等の紹介を行い、地域の支え合
い活動を進めることができた。

＜課題＞
コミュニティ・ソーシャルワーカーと
の連携強化及び情報共有が不可
欠

＜対応策＞
地域で把握した課題をコミュニ
ティ・ソーシャルワーカーと共有し、
誰もが安心して生活・社会参加で
きる地域づくりに向けて関係機関
と連携を図りながら、社会資源の
構築を進めていく。
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介護給付の適正化

要介護認定の適
正化

〇年間１万件を超える認定審査を
行うため、認定審査会に複数の合
議体を設置している。合議体に
よって判定結果に差が生じること
がないようにする必要がある。

〇合議体議長会の開催

〇認定調査員現任研修の実施
・合議体間の判定結果の標準化

〇合議体ごとの特徴や傾向、判定
結果変更率を確認する。

〇調査員現任研修後のアンケート
を集計することにより、理解度等を
確認する。

〇合議体議長会の開催（オンライン）
・開催日：令和６年１０月２３日
・出席委員：１４人

〇認定調査員現任研修を委託で実施。外
部講師による研修をオンラインで行った。
・実施回数：２回（令和６年１２月２０日・２
３日）
・受講人数：合計９６名

○

〇合議体ごとの審議状況や疑問
点等について意見交換を行い、情
報共有を図ることができた。

〇研修後アンケートの集計結果で
は、研修内容に関する質問項目に
対して、「大変良かった」「良かっ
た」との回答が全ての項目におい
て９割を超えた。また、自由意見欄
では、「理念を再確認し、判断基準
のバラつきが生じないための理解
が深まった」「グループワークを通
じ他の調査員の様々な意見や経
験を聞くことができた」等の意見が
あり、調査員の知識、技能の習得
及び向上を図ることができた。

＜課題＞
〇各審査会間の意見交流の機会
が議長会のみである。

〇認定調査員現任研修の充実、
業務分析データの活用

＜対応策＞
〇会議録は出席者だけではなく、
審査会各委員へ送付している。

〇研修後のアンケートや業務分析
データ等を活用し、研修内容の更
なる充実を図る。また、研修の実
施方法についてもより効果的な方
法を検討する。

ケアプラン点検

○ケアプランがケアマネジメントプ
ロセスを踏まえ「自立支援」に資す
る適切なものになっているかを、医
療・福祉の専門家等の第三者と保
険者、介護支援専門員が一緒に
確認することにより、サービス提供
の改善を図り、介護給付の適正化
につなげる必要がある。

○主任介護支援専門員連絡会
との連携によるケアプラン点検
の実施

・東京都の「ガイドライン」を活用し
たケアプラン点検を実施し、介護
支援専門員が作成した居宅サービ
ス計画（ケアプラン）について自立
支援に資する適切なケアプランと
なっているか介護支援専門員に
「気づき」を促す。

○点検事例数（8事例以上）

○参加者アンケート 令和６年度は８事例実施した。 ○

年間計画のとおり実施でき、参加
者アンケート結果からは参加者が
新たな視点での気付きを得たこと
が確認できた。また、点検者となっ
ていない主任介護支援専門員に
ついても「目黒区の主任介護支援
専門員として要求されるスキル」と
して捉えるようになっており、主任
のスキルアップに良い影響が見込
まれる。

＜課題＞
点検を担当する主任介護支援専
門員が毎回変わるため、点検者の
質を一定に保つことが課題であ
る。

＜対応策＞
点検を担当する主任介護支援専
門員については、主任介護支援専
門員連絡会が中心となって、ガイド
ラインを理解するための研修等を
行い、スキルアップに努めている。

住宅改修・福祉用
具

〇適切なサービスの確保とその結
果としての費用の効率化を通じ
て、介護保険制度への信頼を高
め、持続可能な介護保険制度の
構築に資するため、介護給付の適
正化を図る必要がある。

〇住宅改修・福祉用具の点検

・事業者、介護支援専門員に対し
制度の趣旨・手続き等の理解の促
進を図る。また、提出書類の点検
等を行い、受給者の状態に対応し
た適切な住宅改修、福祉用具の給
付につなげる。

〇申請受付ごとに評価。申請書類
の二重確認により適正な給付であ
ることを確認。

〇住宅改修は、申請書類（理由書、現場
写真等）による点検を実施（申請件数：６４
９件）

〇福祉用具は、申請書類（申請理由、パ
ンフレット等）による点検を実施（申請件
数：９７９件）

○

〇住宅改修は、事前申請の点検を
徹底し、受給者の状態に対応した
改修内容になっているか、不要な
改修費が含まれていないかを確認
して、事業者や介護支援専門員に
対し適切に指導した。また、改修
後は現場写真等により適切に改修
されていることを確認した。

〇福祉用具は、利用者の身体状
況を確認するとともに、購入理由
や製品価格等を精査し、適切な購
入であることを確認した。

＜課題＞
現地調査まで必要な内容の申請
が発生した場合に、調査に係る人
員体制が十分でない。

＜対応策＞
６年度は現地調査までには至ら
ず、申請書類の確認を徹底するこ
とで対応できた。調査が発生した
場合は、限られた人員の中で都度
対応していく。

- 12 -



自立支援・介護予防・重度化防止及び介護給付の適正化に係る目標と取組の評価

自己評価結果：◎…達成できた、○…概ね達成できた、△…達成はやや不十分、×…達成できなかった

テーマ
（キーワード）

現状と課題
第９期における
具体的な取組

目標
（事業内容、指標等）

目標の評価方法 実施内容
自己評価

結果
自己評価内容 課題と対応策

第９期介護保険事業計画の背景及び計画の記載内容等 令和６年度（年度末実績）

縦覧点検・医療情
報との突合

〇適切なサービスの確保とその結
果としての費用の効率化を通じ
て、介護保険制度への信頼を高
め、持続可能な介護保険制度の
構築に資するため、介護給付の適
正化を図る必要がある。

〇縦覧点検・医療情報との突合
の実施

・給付実績の点検を行い、請求内
容の誤りや医療と介護の重複請求
を早期に発見して適正な給付を実
現する。

〇国民健康保険団体連合会から
月１回送付される帳票を点検

〇縦覧点検は、受給者ごとに複数月にま
たがる給付実績を確認し、提供された
サービスの整合性、算定日数等を点検
（点検件数：18,754件）

〇医療情報との突合は、受給者の各医療
制度での入院情報と介護保険の給付状
況を突合し、給付日数や提供されたサー
ビスの整合性の点検を実施（点検件数：２
６１件）

※点検件数には、国民健康保険団体連
合会に委託している分を含む。

○
毎月継続して点検を実施し、請求
内容の誤りや重複請求について過
誤申立てに繋げた。

＜課題＞
国民健康保険団体連合会から送
付される帳票が多岐にわたり、活
用できていないものがある。

＜対応策＞
効果が高いと見込まれる帳票から
優先して活用方法を検討していく。

指導監督

○介護サービスの質の確保及び
利用者保護を図り、介護保険制度
の円滑な運営を確保するため、介
護サービス事業者に対して、サー
ビスの内容や介護給付等に係る
費用の請求等に関して、法令や基
準等に照らし、必要な助言や指導
等を行っている。

○近年では、虐待等の課題に対し
て、通報・苦情等のあった事業所
に時機を逸せず適切かつ厳正な
指導を行うことが求められており、
関係所管との連携が必要である。

〇提供事業所の増加により効果
的かつ効率的な指導検査手法の
確立が必要である。

○事業者に対する指導・監督

・介護サービス事業者に対して、介
護サービスの内容や介護給付等
に係る費用の請求等に関して、法
令や基準等に照らし必要な調査を
実施し、事業者等に対して必要な
助言や指導等を実施し、サービス
の質の向上と利用者の権利擁護
に努める。

・対面のほか、オンライン動画を活
用した集団指導を実施する。

〇実地指導の実施箇所数

〇集団指導の実施回数

〇集団指導時のアンケート実施
　年度末に評価

実地指導事業所数：　３１か所
集団指導：　２回
（動画配信１回:全サービス事業所対象）
（対面指導１回　施設系・居住系・多機能
系サービス事業所対象）

○

おおむね予定通りの事業所数の
実地指導を行った。
集団指導については、区が指定す
るサービス事業所等に対して、身
体拘束適正化を図るための措置
について、対面での指導を実施し
た。また、区内全事業所等に対し
て、各サービスの指導における指
摘事項について動画配信により実
施した。
事業所からのアンケートでは、動
画配信は繰り返し視聴ができる
点、対面指導はグループワークの
実施について評価を得た。

＜課題＞
サービス種別に合わせて定期的な
検査の実施を求められているが、
事業所数の増加等により指定期
間に1回の検査を行うことが困難な
状況にある。

＜対応策＞
指導検査業務のさらなるデジタル
化を推進し、区・事業所双方の業
務負担の軽減を図り効率的に実
施する。
また、集団指導や自己点検票の活
用により事業所自らが法令等を遵
守できる仕組みを推進する。
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